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鎌
倉
市
議
会
は
今
定
例
会
に
初

の
女
性
議
長
が
誕
生
し
、
併
せ
て

副
議
長
と
４
常
任
委
員
会
の
う
ち

３
常
任
委
員
長
が
女
性
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
全
国
で
も

例
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

く
ら
い
ま
れ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

今
回
の
か
ま
く
ら
議
会
だ
よ
り

で
は
、
初
め
て
常
任
委
員
会
所
属

メ
ン
バ
ー
を
顔
写
真
入
り
で
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
併
せ

て
所
管
事
項
も
掲
載
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
皆
さ
ま
の
関
心
事
項
を

ど
の
議
員
が
扱
っ
て
い
る
の
か
、

知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

今
後
は
動
画
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
も

活
用
し
な
が
ら
、「
開
か
れ
た
議

会
」
を
目
指
し
て
分
か
り
や
す
い

広
報
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

�

（
長
嶋　

竜
弘
）

議
会
広
報
委
員
会

　
委 

員 

長　
長
嶋　
竜
弘

　
副
委
員
長　
日
向　
慎
吾

　
委　
　
員　
保
坂　
令
子

　
委　
　
員　
西
岡　
幸
子

　
委　
　
員　
池
田　
　
実

　
委　
　
員　
中
村
聡
一
郎

　
委　
　
員　
吉
岡　
和
江

○：賛成　－：反対　退：退席

　会　派　名

　議　員　名
主　　　な　　　議　　　案　　　等 議決

結果
補
正
予
算

第17号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算（第２号）
（北鎌倉隧道の安全対策に係る経費の追加等） 可決

第18号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決
そ
の
他

第10号 物件供給契約の締結について 可決
第11号 建設工事委託に関する基本協定の締結について 可決

議
会
議
案

第１号 安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について 可決

第２号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求め
る意見書の提出について 可決

第３号 鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を
求める決議について 可決

陳
情

第２号 鎌倉市一般廃棄物最終処分場（６号地区）の20年間放置に関する陳情 採択
第10号 御成小旧講堂の保存を求める陳情 不採択

動議 地方自治法第98条第２項の規定に基づく監査請求についての動議 可決
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プ
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ク
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司
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納
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輝
次

池
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前
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綾
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山
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直
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長
嶋　
竜
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渡
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三
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保
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令
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※�会派は、政策を中心とした同一の理念を共有
する２人以上の議員で構成されます。本市議
会では、会派に属する議員は代表質問を行っ
たり、議会運営委員会の委員となり、議会運
営に関する協議を行うことができます。

※◎は会派の代表者
※�前川綾子議員は議長のため、採決には参加し
ていません。

※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※平成27年６月10日付で「鎌倉みらい」の代表者は池田実議員に、「日本共産党鎌倉市議会議員団」の代表者は赤松正博議員に変更。

議 決 さ れ た 主 な 議 案 等

鎌倉市立御成小学校の旧講堂の 
アスベストの速やかな完全除去を求める決議
　平成27年６月定例会では御成小学校の旧講堂の
屋根に使用される石綿スレートにアスベストが含
有することが明らかとなった。しかしながら、そ
もそも調査報告書は本年３月に市に提出されてい
るものの、本６月定例会まで報告を行わず未公表
であったことについては、市側として配慮が足り
なかったことについて、市長も一般質問における
答弁で認めるところであり、これについては、遺
憾の意を表するところである。
　市はアスベストが飛散する可能性を否定してお
らず、児童や保護者、近隣住民の不安は増すばか
りである。また旧講堂の耐震性には問題があるこ
とは調査報告書においても指摘されており、万が
一の事態が発生した場合の飛散リスクは決して看
過できるものではない。アスベストを原因とする
健康被害は周知の通りであり、対応の遅滞は許さ
れない。市長は一般質問や教育こどもみらい常任
委員会において、石綿スレート撤去によりアスベ
ストの除去を明言した。よって、可及的速やかに
アスベストの完全除去を行うことを厳重に求める。
　以上、決議する。
　　　平成27年７月１日
� 　鎌　　倉　　市　　議　　会

　議会は、７月１日の本会議において次の決議を
行いました。

　議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、地方公共団体の公益に関することについて、意見書を国会または関係行政庁に提出する
ことができます。今定例会では次の意見書を可決し、鎌倉市議会として関係機関に送付しました。

可 決 し た 決 議 可 決 し た 意 見 書

北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と 
再発防止を求める意見書
　鎌倉市議会は、平成26年６月27日、日本政府と北朝鮮の間で調査を合意し
たことを受けて「北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決
を求める決議」を全会一致で議決した。北朝鮮との合意から１年以上を経る
が、昨年10月の調査委員会の報告を見ても拉致調査に関する進展は皆無であ
る。日本政府は調査終了の目途を本年７月４日としているが、本意見書は結
果のいかんに関わらず、調査終了後も全ての拉致被害者の帰国、救出を実現
することを日本政府に強く求めるものである。
　調査対象者には鎌倉市に在住・在勤していた方も２名存在し、北朝鮮によ
る日本人拉致問題は我が国の外交・安全保障問題のみならず、鎌倉市及び鎌
倉市民にとっても平穏な生活を脅かすことであると昨年の決議においても確
認したところである。鎌倉市議会は今後も拉致問題を決して風化させず、全
面解決に向けて、国と連携を図りつつ、国民世論の啓発に努めてまいりたい。
　本年３月27日には国際連合第28回人権理事会において、非人道的行為であ
る北朝鮮による日本人拉致問題を含めた人権問題を厳しく非難する北朝鮮人
権状況決議が採択された。
　よって、日本政府におかれては、北朝鮮による日本人拉致問題を我が国の
重大な主権侵害であると改めて認識するとともに、再発防止に向けた取り組
みと、今回、調査対象となった２名の鎌倉市民、鎌倉市在勤者を含む特定失
踪並びに拉致被害の真相究明、そして全ての拉致被害者の帰国、救出を強く
求める。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成27年７月１日
� 　鎌　　倉　　市　　議　　会

安全保障関連法案の撤回を求める意見書
　鎌倉市議会は、平成26年６月定例会において「集団的
自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書」を賛
成多数で採択し、「立憲主義の立場から、閣議決定のみ
による憲法解釈の変更を行わないよう」国に求めた。
　しかし、政府は、閣議決定を受けて与党協議を進め、
今国会に改正10、新法１からなる安全保障関連法案（以
下「本法案」という。）を提出するに至った。
　本法案は、集団的自衛権の行使を容認し、後方支援な
どの曖昧な定義を掲げて自衛隊を海外に派遣して他国の
軍隊の武力行使を支援する活動等を認めるものである。
　６月４日の衆議院憲法審査会に参考人として招致され
た憲法学者３名の全員が、集団的自衛権の行使を憲法違
反とする見解を述べたが、集団的自衛権の行使を盛り込
んだ本法案が違憲であるということは日本の憲法学者の
多数の見解でもある。
　立法により事実上の改憲を行おうとする本法案は、立
憲主義を否定するものである。
　よって、鎌倉市議会は、本法案による安全保障法制の
改変に反対し、本法案の撤回を求める。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出す
る。
　　　平成27年７月１日
� 　鎌　　倉　　市　　議　　会

編
集
後
記

　
今
定
例
会
で
は
、
議
員
か
ら
議

案
３
件
及
び
書
面
に
よ
る
動
議
１

件
が
、
市
長
か
ら
議
案
20
件
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
議
案
等
の

内
容
及
び
議
会
に
お
け
る
議
決
結

果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
《
議
員
提
出
議
案
》

　
（
可
決
し
た
意
見
書
及
び
決
議

の
全
文
は
上
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

　
《
市
長
提
出
議
案
》

補

正

予

算

　
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）、

下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
総
員

の
賛
成
で
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

北
鎌
倉
隧
道
通
行
禁
止
に
よ
る

交
通
整
理
員
配
置
に
係
る
経
費
、

深
沢
地
域
整
備
事
業
用
地
に
お
け

る
土
壌
汚
染
対
策
処
理
に
係
る
経

費
の
追
加
な
ど
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
７
９

５
０
万
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の

総
額
は
６
１
４
億
７
１
２
０
万
円

と
な
り
ま
す
。

下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

山
崎
下
水
道
終
末
処
理
場
未
活

用
地
を
新
ご
み
焼
却
施
設
の
建
設

候
補
地
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
同

セ
ン
タ
ー
の
施
設
配
置
及
び
水
処

理
方
法
等
を
検
討
す
る
た
め
の
経

費
の
追
加
を
行
お
う
と
す
る
も
の

で
、歳
入
歳
出
と
も
に
１
２
０
０
万

円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
は

72
億
７
４
３
０
万
円
と
な
り
ま
す
。

　
《
人
事
案
件
》

教
育
委
員
会
委
員

　

次
の
方
の
選
任
に
つ
い
て
の
議

案
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
下
平　

久
美
子
氏（
西
鎌
倉
在
住
）

監
査
請
求
の
動
議
を
可
決

鎌
倉
市
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員

の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
い
て
、
職
務
専
念
義

務
の
免
除
に
係
る
事
務
に
つ
い
て

　

単
純
労
務
職
で
組
織
す
る
鎌
倉

市
職
員
労
働
組
合
現
業
職
員
評
議

会
は
、
労
働
組
合
法
の
適
用
を
受

け
る
労
働
組
合
で
あ
り
、
当
該
労

働
組
合
と
の
労
使
交
渉
は
地
方
公

務
員
法
に
基
づ
く
交
渉
で
は
な
く
、

本
市
が
、
鎌
倉
市
職
員
団
体
の
た

め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例

に
関
す
る
条
例
に
基
づ
い
て
職
務

専
念
義
務
の
免
除
を
行
い
、
職
員

に
給
与
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
定
例
会
の
一
般
質

問
に
お
い
て
、
市
長
は
、
違
法
の

可
能
性
が
あ
る
と
答
弁
し
ま
し
た
。

　

こ
の
答
弁
を
受
け
、
表
記
の
事

項
に
つ
い
て
、
長
嶋
竜
弘
議
員
、

上
畠
寛
弘
議
員
、
岡
田
和
則
議
員

か
ら
今
定
例
会
最
終
日
に
、
地
方

自
治
法
第
98
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
く
監
査
請
求
に
つ
い
て
の
動

議
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
に
よ

り
可
決
し
、
監
査
請
求
を
行
う
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　

６
月
17
日
に
開
催
さ
れ

た
、
全
国
市
議
会
議
長
会
第

91
回
定
期
総
会
に
お
い
て
、

山
田
直
人
議
員
、
前
川
綾
子

議
員
、
久
坂
く
に
え
議
員
、

渡
辺
隆
議
員
が
、
議
員
在
職

10
年
以
上
一
般
表
彰
を
受
章

さ
れ
ま
し
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
か
ら

議
員
在
職
10
年
表
彰
を
受
章


